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事

業

決

定

事

項 

事業の名称および種類 近江舞子集団施設地区 宿舎事業 

事 業 の 位 置 大津市南小松字北カヤ1088番1、1103番1、1109番3、1109番4 

事 業 の 規 模 
区域面積 0.34ha 

最大宿泊者数 200人／日 

添 付 図 面  区域図 

 

参

考

事

項 

公

園

計

画 

施 設 計 画 集団施設地区 
 平成４年５月21日 

環境庁告示第39号 

規 制 計 画 第２種特別地域 
平成４年５月21日 

環境庁告示第37号 

事 業 者 （ 予 定 ） 

合同会社セブンＣプラス 

代表社員 宇野真樹子 

代表社員 石原亜紀子 

所在地 京都市下京区綾堀川町296番地2 

工 種  宿泊施設建築一式工事、温泉掘削工事 

備 考  整備計画区：北部区 

 



区 域 図 

近江舞子集団施設地区 

宿舎事業 


